
一

（
農
林
水
産
委
員
会
）

土
地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
自
然
災
害
に
対
す
る
土
地
改
良
施
設
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
農
用
地
の
利
用
の
集
積
を
促
進

す
る
た
め
、
農
業
用
用
排
水
施
設
の
豪
雨
対
策
を
目
的
と
し
た
急
施
の
防
災
事
業
の
実
施
、
農
地
中
間
管
理
機
構
が
賃
借
権
等

を
取
得
し
た
農
用
地
を
対
象
と
し
た
土
地
改
良
事
業
の
拡
充
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
急
施
の
防
災
事
業
の
拡
充

国
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
豪
雨
対
策
と
し
て
急
速
に
農
業
用
用
排
水
施
設
の
変
更
を
内
容
と
す
る
土
地
改
良
事
業

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
緊
急
防
災
工
事
計
画
を
定
め
て
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
事
業
の
拡
充

施
行
地
域
内
の
全
農
用
地
に
つ
い
て
農
地
中
間
管
理
機
構
が
農
地
中
間
管
理
権
を
有
す
る
等
の
要
件
に
適
合
す
る
土
地
改

良
事
業
の
対
象
に
、
土
地
改
良
施
設
の
新
設
等
及
び
農
用
地
の
改
良
又
は
保
全
の
た
め
の
事
業
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
の
事
業
の
拡
充



二

１

土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
が
委
託
を
受
け
て
行
う
土
地
改
良
事
業
の
工
事

土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
に
、
会
員
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
土
地
改
良
事
業
の
工
事

を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

２

全
国
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
が
行
う
資
金
の
交
付

全
国
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
（
以
下
「
全
国
連
合
会
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
に
、
会
員
が
土

地
改
良
施
設
の
管
理
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
資
金
の
交
付
を
加
え
る
こ
と
と
し
、
全
国
連
合
会
は
、
資
金
の
交
付

の
事
業
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
土
地
改
良
区
の
組
織
変
更
制
度
の
創
設

土
地
改
良
施
設
の
管
理
を
行
う
土
地
改
良
区
は
、
そ
の
組
織
を
変
更
し
、
一
般
社
団
法
人
又
は
認
可
地
縁
団
体
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
組
織
変
更
の
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


